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教員養成教育の質保証と学修主体の育成:

質保証の共同責任者として学修者を位置づける

論文講読演習の授業実践とその結果報告

学士課程教育の質保証にむけた要求が社会的

に高まっている。全国の大学では、カリキュラ

ム改定、到達目標の明示化、さらに教育成果の

可視化といったシステム的な教育改善による質

保証の取り組みがすすめられている。教育をお

こなう主体である大学・学部がその教育実践に

責任を担うのは自明であり、その教育実践のシ

ステム的改善による質保証は有意かつ不可欠で

ある。

一方で、教育結果についての責任は、教育を

おこなう側のみが担うものではない。教育をお

こなう側に偏重した責任要求や責任意識は、教

育が対象とする学生を、教育実践によって変化

させられるべき客体として位置づけ、学生が個

々にもつ主体意識の矮小化と同時的である。

い換えれぱ、教育をおこなう側に偏重して教育

の質保証への責任を追及することは、自らの学

修に責任をもつ主体としての学生の存在とその

必要性を看過させる怖れがある。こうした教育

実践をおこなう主体によせられた強い期待に応

答する教育改善の多くが、それらが企図した成

果をもたらさなかったことは、アメリカにおけ

る教育改善の取り組みを歴史的に考察した研究

からもうかがえるω。

教育が対象とする学生を、教育が変容させる

客体ではなく、教育実践に参画し、自らが変容

する主体》して位置づけることは、質保証の具

体化に不可欠である。大学教育に求められる質

保証は、大学・学部組織、教員のみではなく、

そこで学修する学生が、教育実践に参画する主
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体としての責任を共有することで完成する。本

稿は、学士課程教育の質保証を追及するなかで、

特に教員養成教育を取りあげ、自らが教育実践

に参画する学修の主体として学生を導くことを

目的とした取り組みの具体について報告する。

さらに、本稿では、その取り組み成果の検証を

おこなう。

2.これ薮での教員養成教育の質保証と課題

「国立の教員養成系大学・学部の在り方に関

する懇談会」答申(平成B年Ⅱ月)、日本教育

大学協会内に設置された「モデル・コア・カリ

キュラム報告」(平成16年3月)、さらに中央教

育審議会(中教審)答申「今後の教員養成・免

許制度の在り方について」(平成18年7月)な

ど、教員養成教育の質保証が教員養成系大学・

学部に強く求められている。こうした流れを受

けた教員養成カリキュラム改革の焦点は、「学

生を教員として養成することに対する責任体制

の構築」佃にあり、「教員を養成する側」が担う

責任として質保証を位置づけてぃる' 0

特に、中教審答申(平成18年7月)が提案し

た「教職実践演習」は、学音併彦了段階における

教師としての知識・技能を確認する「出口管理」

による質保証への傾斜を示唆する。こうした

「出口管理」的な質保証の具体化は、教員養成

カリキュラムの充実はもとより、その成果を質

的・量的に評価するための学修成果を可視化す

る仕組みを必要とする。このため、従来的な単

位認定による定点的な評価に加え、入学から卒

業までの学生の変化を流動的に評価するポート

フォリオや履修カルテなどを活用した評価ツー
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ルの開発とその実践に関心がよせられている'

一方で、教育実践をめぐるシステム的な取り

組みは、教員養成教育をはじめとした学士課程

教育一般に求められる質を保証する責任のどこ

までを大学・学部が担うのかという認識の妥当

性・合理性の検証を必要とする。この検証が十

分でない場合、教育をおこなう側に全ての教育

実践とその結果の責任が委ねられ、社会的期待

の全てを、教育をおこなう側が背負い込む危険

性を誘う。この危険性は、システム的に質保証

を追究する取り組みが、質保証の責任を専ら

「教育をおこなう側」が担うと無条件に認識す

ることによって増幅される。教員養成教育をめ

ぐっては、「教員として養成される側 q固々の

学生)」および「教員を求める側(任命権者お

よび社会)」が、教員養成教育の質保証に共に

責任を担う存在として認識されないことになる。

このため、自らの学修についての責任をもつ主

体的な学修者の存在とその必要性を看過すると

いう誤謬を犯しがちである。

本稿は、教育の質保証をめぐる取り組みの多

くが、質保証の責任を共有する主体についての

検討を意図的または惰性的に看過している点を

問題として位置づける。教育の対象をアプリオ

りに客体と位置づけるカリキュラム改定や授業

改善の取り組みは、教育の実践対象が主体とし

てもつ能力や可能性についての検証の必要性を

看過する。この結果、教育実践の対象者として

の学修者は<客体>として管理される対象に成

り下がり、教育をする主体の主務は<教育>で

はなく、自らが品質に責任をもつ商品としての

学修者を<管理>することに置き換えられる矧。

本稿は、カリキュラム改善、ポートフォリオ

や履修カルテなどによる学修(者)管理といっ
、

たシステム的な質保証の取り組みの必要性と有

意性を否定しない。しかし、システム的な質保

証の取り組みによる教育の質保証に限界がある

ことを認識することが必要である。このため、

教員養成課程に在籍する学生を学修の主体とし

て育むこと目的に、課題論文を提示し、効果的

に演習を展開する講義方法を検討し、平成21年

度に「論文講読演習」を新規開需した。本稿は、

その実践の具体を示し、その成果を検証するこ

とを目的とする

3.論文講読演習の授業モデル

論文講読演習を開設するにあたり、アメリカ

の大規模州立大学の初年次教育およびエントリ

ーレベルの専門教育をモデルとして採用した。

アメリカの大学教育をモデルにしたカリキュラ

ム改善、シラバス活用やFDについての議論は

従来からなされているが、それらの多くは組織

的・システム的な改善に集中している恂。本稿

はアメリカの大学教育の授業実践の方法を参考

に、システムが運用されている現場である実際

の授業をモデルとした。

日本とは異なる経緯から高等教育の大衆化か

進んだアメリカでは、州立大学が大学教育の大

衆化を担ってきた'。人種や民族、出自はもと

より、学力的にも多様な学生を受け入れてきた

大規模州立大学は、その初年次教育で大学が求

める学修の質を実感させ、学びの習慣を獲得さ

せる訓育的な教育実践をすすめている。特にー

部の州立大学では、新入生に寮生活を義務づけ、

そこでアカデミックアドバイザーやレジデンス

アドバイザーなどの役割をもつ教職員や大学院

生が、新入生の生活全般の指導をおこなうこと

で、大学生に求められる学修姿勢や習慣を育む

など、訓育的性格をもった指導実践、教育支援

の仕組みが用意されている。論文講読演習は、

こうした訓育的性格をもつアメリカの州立大学

の初年次教育プログラムのなかでも特に初年次

の学生を対象にした講義科目群をモデルにした

ものである。

ミシガン州立大学を例にあげると、初年次教

育として、アメリカの建国理念や、科学技術の

限界と問題などのテーマをもった科目群が用意

されている"。これらの科目群か'取り上げるテ

ーマは必ずしも高度なものではなく、大学入学

までに高等学校や中学校などで既習の内容をも

とに設定されている。アメリカの建国理念をテ

ーマに開設された講義科目では、講義はテーマ
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についての知識を陶冶的に付与することを目的

とするのではなく、テーマをめぐる一次資料を

精読し、その資料にもとづいた討議を重ねるこ

とで、批判的に考察する姿勢と技術の育成が意

図されている。陶冶的に付与された灸Π識を、資

料を読むことで批判的に再考し、討議をとおし

て認識の再構築をおこなうことが講義の目的で

あり、陶冶的に改めて知識を付与することが目

的として位置づけられていない。

エントリーレベルの専門科目についても同様

に、専門知を陶冶的に教育することではなく、

専門分野への関心を深め、問題意識を確立する

ことが目的とされている。そのために、専門領

域から選択された多くの文献を読み、授業時間

でそれぞれの文献に検討を加えた結果を共有し、

多様な読解にふれることで、専門分野における

さまざまな課題についての関心と問題意識の深

化を図ることに努めている。

事前学修として課題資料を読み、その課題を

もとに議論を重ねるアプローチは、学生に a )

期待される学修とその質について認識させ、

(2)学修の習慣を獲得することをシステム的

に支援し、(3)大学での学修に必要な主体的

な関心と問題意識を育むことを企図している。

このように、アメリカの大規模州立大学におけ

る初年次教育と専門段階における導入教育では、

多様な社会背景と学力背景をもつ学生を、学修

実践の主体として変革すると同時に、基盤とな

る資料の読解をとおして専門知の共通言語(テ

イスコース)を構築する訓育的な教育実践の手

法がとられている。

アメリカの大学における初年次教育の特色を

要約すると、すべての学生が予め期待される学

力水準や学修習慣をもつという前提や、すべて

の学生がそれぞれに期待される専門教育におけ

る問題意識をもつという前提に否定的である。

言い換えると、統一された学生像を否定し、学

生集団がそれぞれに多様な社会背景や学力背景

をもつことを前提に、初年次教育プログラムが

組まれ、実践されている。

4

論文講読演習では教職教養系科目を担当する

4名の教員がそれぞれに10名程度の学生を担当

した。講義の運営は、「予習(課題論文の読解・

論点の確認・言語化)」→「講義(討議・ディ

スカッションによる省察)」→「復習(論点確

認・再言語化)」の流れを設定し、シラバスに

明示した。課題として設定した論文は、 S.ボウ

ルズ、 P.ブルデュー、 M.アップル、 P.フレイレ

を始め、岩田正美の社会的排除を論じた書籍な

どがあり、講義科目のHPからシラバス及び課

題論文りストをダウンロードできる④。毎回の

授業が学生に要求した学修の取り組みの詳細を

以下に示す。

論文講読演習の授業構成

0 予習について

学生は、事前学修(予習)として課題論文を

読み、講義の2日前までにレポートを提出した。

担当教員は講義開始時点で、添削・採点をした

レポートを返却した。

課題論文の要約はレポートとして認めず、学

生がそれぞれの経験や学修をとおして、課題論

文の示す論点をどのようにとらえ、その上で考

察を加えたものを論理的に提示することを求め

た。事前学修として課題論文に考察を加えたレ

ポートを要求することは、学生がそれぞれに考

察したものを予め言語化することに取り組ませ

ることを企図したものである。これらのレポー

トは、担当教員が添削し、採点をしたうえで講

義開始時にレポートを返却した。さらに、講義

開始から5分程度を、添削されたレポートを学

生が読み直し、ぎき込まれたコメントを理解す

るための時間として活用した。

レポート添削は、書式、用語、段落の的確な

活用などの作文能力について添削指導すること

はもちろん、課題論文の論点を正確に把握して

いること、自らの視点をもとに課題論文につい

て検討を加えていること、効果的に事例を用い

て論じていることについても添削した。卒業研

究に必要な能力を育成する'ことを念頭に、提出
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されたレポートに直接書き込む方法でおこなっ

たほか、教師や社会人として要求される文章力

を育成することも意識して添削指導をおこなっ

た。

0 講義について

レポート評価と添削を事前におこない、授業

開始時点で返却をすることによって、レポート

などを学修結果ではなく、学修過程における生

産物としてとらえる視点の育成をねらった。さ

らに、課題論文についての考察を予め言語化し

た材料を手元に置くことで、講義でおこなう討

論への学生の参画を促した。

学修者の関心・能力に応じて講義をすすめる

うえで、課題についてそれぞれの学生の視点や

経験に基づいた考察の実際を教員が予め把握す

ることは有効である。学生が課題となった論文

の論点をどのように理解しているのかを予め確

認することで、有意な討議(ディベートやディ

スカッション)をおこなうための授業実践を工

夫するための素材としてレポートを活用した。

講義において、教員が課題論文について解説

をおこなうことは論文講読演習の目的ではない。

学生は既に課題論文を読み、課題論文の理解に

努め、レポート作成をとおして自らの考察の主

要な部分の言語化に取り組んだうえで講義に出

席する。この場合の教員の役割は、事前学修で

学生が示した理解について、不十分と考えられ

る点を補完することにもあるが、多様な視点か

らうまれる個々の学生の考察をファシリテート

することで、より深い思考へと学生を誘導する

ことである。この目的意識についても担当教員

間で共有するために、打ち合わせをもったうえ

で授業実践をおこなった。

他の研究や文献を紹介し、あらたな問題意識や

視点の獲得とその追究をうながす主体的な学修

への動機付けに努めた。

学期末には、学期中に毎週提出したレポート

を 3つ選択し、それらを統合するひとつのレホ

トを作成することを課した。この取り組みを

通して、多様な課題論文をふりかえり、それぞ

れを結ぶ論点を発見し、その論点を論理的に示

すことを要求した。総括としておこなうこの課

題は、課題論文を統合するあたらしい論点を学

生自身に発見させ、主体的に問題設定とその追

究に取り組むように誘導することを意図したも

のである
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5.調査の概要

本稿は、既存の講義科目に授業改善をおこな

い、改善前と改善後との変化を比較手法によっ

て示すのではなく、特に新規開講された「論文

講読演習」を実践・調査の対象とした。この事

由として以下に 3点をあげる。

第1に、開設準備段階から大学でおこなう教

育の質保証を具体化することをねらった講義科

目を調査の対象とすることで、既存の枠組みと

切り離した質保証の取り組みを検討した。第2

に、当該講義科目が、著者の勤務校において学

生数(教育学部学生のほぼ半数が所属)、教員

数(教育学部所属教員の15%)ともに最大であ

る講座が開設する選択必修科目であることがあ

げられる。実際には、履修案内をとおして講座

に所属するすべての学生が履修するように指導

しており、平成21年度には履修生41名(うち35

名が単位修得)、平成22年度にも履修生41名

(うち40名が単位修得)があった。講座単位で

実施している科目ではあるが、調査に十分なサ

ンプル数をる倒呆できている。最後に、本稿の著

者が当該講義科目を開講している講座に所属し

ているため、学生のGPAおよび単位修得状況な

どの関連データを活用することが比較的容易で

あったことがあげられる。

調査は、当該講義科目を履修した学生を対象

に、履修終了後7~8 ケ月後にオンラインでア

0 復習について

論文講読演習を受講している学生は、それそ

れの責任において各課題論文と教室での討議で

用いられた用語や概念についての復習をおこな

つた。また担当教員は、講義や討議を通して、

各課題論文から派生する問題意識を示したほか、



ンケート調査をおこない、講義が学びに与えた

影響を調べた。履修修了から7~8ケ月の時間

をおいて調査を実施することで、講義をとおし

た学修の定着と、自らの学修経験についての長

期的な印象を明らかにすることをねらった。ま

た、アンケートには自由記述回答の項目を多く

用意し、回答の自由度を高めた。回答は単位修

得の成否にかかわらず、講義科目を履修したす

べての学生から回収した。

6

大学設置基準(昭和31年10月22日文部省令第

28号)は、大学の単位認定要件として、予習・

復習・課題などの時間を含み、講義や演習の場

合は1単位の授業科目を45時間の学修を必要と

する内容をもって標準とするとしている。学外

での自主学修が個々の学生の学力に影響を及ぼ

すことについてはいくつもの事例研究がある⑩。

文部科学省大学審議会は既に平成10年の答申に

おいて、学生を主体的な学修へと導く取り組み

が不十分であると指摘し、学生に事前事後学修

の必要性を指示することを教員に求めるほか、

自主学修のための学修環境の施設面における整

備の必要性を訴えている。

論文講読演習は、毎回の講義に出席するため

の事前学修として、課題論文の読解とレホート

作成を求めるなど、学外での学修を科している。

履修学生を対象にした学外学修時間の調査(資

学修習慣の構築について

料A)は、毎回の講義につき 3 ~4時間程度

(数値平均3.フ: SDI.72)の学修がされており、

大学の単位認定要件の範囲内で事前学修がされ

ていたことを示している。

一方で、論文講読演習以外の履修科目につい

ての学外学修時間は1時間未満であることも明

らかとなった。「大学生の学修・生活実態調査

報告書」に示された同様の調査でも、大学生の

半数弱が、事前事後学修及び課題学修に割く時

間を1週間あたり1時間未満としており、結果

の一致がある⑪。

こうした結果は、大学教育及び教員養成教育

がその学生に対して、講義外の学修の必要性を

実感させていないことを示す。この結果はさら

に、学修の主体である学生の学修への意識が低

いなかでおこなうカリキュラム改定や、その他

のシステム的な質保証の取り組みが期待できる

効果には限界があることを示している。

資料A :学外での学修時問(論文講読演習との対上ヒ)("=82)

■教養教育

口学部専門

■自主学修

口論文購読

7

事前事後学修をほとんど必要としない他の講

義科目と比べて、論文講読演習は学生に負担感

を与える科目である。このため、論文講読演習

を履修した学生が、その履修経験をどう評価し

ているのかについても調査した。

履修した学生が学修の成果を実感せず、負担

感のみを感じているのであれば、従来の質保証

に向けた外的な授業改善に過ぎない。この場合、

先に示した学修時間の伸びは、

多くの学修量を要求した結果、

学修量が増えたという単純な因

果関係にとどまる。一方で、負

担感にもかかわらず履修経験を

有意なものとして認識していれ

ば、事前事後学修が主体的な学

びを育んだと考えられる。

論文講読演習の履修を後輩に

勧めるかという設問について、

履修を終えた学生の84.6%が

「履修することをすすめる」と

回答し、 15.4%が「どちらとも

講義履修についての満足度・達成感

ゞ' ゞゞゞ C郵゛鄭¥
/ノノ/゛、

144日本教師教育学会[年報第21号]

■
廂

知
釦
釦
卯
鈴
即
W
O



言えなし勺と回答した。また、「受講すること

をすすめない」と回答した学生は皆無であった。

「どちらとも言えない」とした回答者の絶対

数は非常に少なかった。資料Bは、「どちらと

も言えない」と回答した学生が、その理由とし

て記入した自由記述回答をSPSS Te雄 Analytics

を用いて整理したうえで分析し、図表化したも

資料B 「履修をすすめるか」という問いに中立的回答をした

学生の自由記述回答の傾向

のである。資料Bは、「どちらとも言えない」

というニュートラルな回答の背景に、事前学修

への負担感の存在を示唆している。特に、科目

が求める学修に取り組むうえで(D 自らの意

志の脆弱性、(2)多忙感、そして(3)論文

を読むことへの苦手意識が背景にあることがわ

かるこのうちの(1)は、学修者が自身で克

服することが求められる課題であ

る。また(2)と(3)について

は、教育をおこなう側がその教育

の質保証を具体化するうえで、教

育の対象である学生についての実

際的な学修支援の必要性を感じさ

せるものである。
苫手・'苫手意識

.

,果題文

よい

資料C

回答者
●4.0
●3.5
.3.0
.2.5
・ 2.0

共通する
回答
-2.0
-1.8
-1.6
-1.4
-12

1.0

「履修をすすめる」と回答した学生の自由記述回答の

傾向分析

大変多忙

取り細み姿勢の不十分さ

理解

学生の自由記述回答のひとつには、

「よい講義だとは思うが、毎回の

予習がたいへんだったため、自分

は取り組みがいいかげんになって

しまった」とあった。こうした回

答からも、論文講読演習の授業構

成そのものに問題を感じているの

ではなく、この講義科目が要求す

る自主学修を継続して取り組む意

志の強弱を学生自身が認識してい

ることがうかがえる。こうした結

果は、論文講読演習が学生に学修

の主体として係わる責任について

の認識を育くんでいることを示唆

している。

一方で「履修することをすすめ

る」と回答した学生の自由記述回

答からは、「理解」「考える」「読

む」「i兪文」「討i命」「教育」「レポ

ト」といった論文講読演習のキ

ーワードとなる言葉が、「できる」

という能力とその獲得を示す言葉

に関連づけられていた(資料C)。

さらに、「学ぶことができた」「意

欲になった」「貴重な経験になる」

などの、充実感を示す言葉や、

教青

レポート

考える

.

回答者
●40
●30
.20
.10
.0

共通する
回符
-18
-16
-14

論文

きる

読む

らとも言え
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「添削してもらえる」「返却される」「~せざる

を得なしU 「書かなければならなかった」なと

の論文講読演習が導入した授業実践の方法が、

結果的な充実感につながっていることを想起さ

せる言葉が用いられていた。

これらの回答が論文講読演習の履修を終えて

から7~8ケ月後に回収された点は特筆すべき

資料D:論文講読演習によつて修得したと思う能力

教育についての共通言語(語)

である。履修修了から調査票に回答するまでの

フ~8ケ月間に、学生は卒業研究をおこなうゼ

ミへの配属があったほか、教育実習を経験して

いる。ある学生は、「履修しているときは良さ

がわからないが、教育実習をとおして今感じる

のは履修しておいてよかったと思う」と回答し

ており、教育実習を経て講義の有意性を確認し

ていること、そして論文講読演習

での学修をもって実習経験を省察

するなど、学修の継続がみられる。

8.学修の質的達成度

課題論文の選定は、社会再生産

論を主要なテーマに学校教育の制

度及び実践について批判的に検討

することを目的におこなった。

履修後調査では、論文講読演習

によって獲得した知識・能力につ

いても設問を用意した。科目を開

設するさいに、担当教員問の合議

によって設定した到達目標を設問

項目として、それぞれについての

修得した程度について回答を得た

ものを示した(資料D)。
80% 100%

到達目標の全項目について、 6

割以上の学生が講義のねらった知

識・能力を習得したと回答してい

る。特に「学校教育の現代的課題

についての問題意識」と「社会と

教育についての相関」の項目では、

9割を超える学生が知識・能力を

身につけたと回答している。これ

らの回答結果からは、講義がテー

マとして設定した学校教育の課題

を社会再生産論の視点から批判的

に検討を加えた課題論文を読み、

レポートで自らの考察を言語化し、

さらに討論を通して再検討を加え

る学修プロセスが、確実に学修に

つながっていることを示唆してい
100%

る。

論文を読解する力

自分の考えを言語で表現する力

社会的な場面や背景と教育との相関についての理解

学習者の発達や個性に応Uた関わり方についての理解

論理的に考える力

自分の考えを文章で表現する力

文章を考えながら読む力

[コとても身についた学校の教師としての妥任意識

身についた

[ニ]身につかなかった

^全く身につかなかった

学校教育の現代的課題についての問題意識

資料E 教育をめぐる諸課題や教育に関する研究についての

関心の変化

学校教育制度・法規への関心

教育方法・指導方法への関心

0% 20% 40% 60%

多様な学習者の存在についての関心

学習者理解への関心

教育をする目的・意巽への関心

教育と社会の関係についての関心

Cコとても深まった

まあ深まった

Eコあまり深まらなかった

^全く深まらなかった 80%
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資料Eは、選択肢に教員養成教育における教

育学系の科目群が到達目標とする知識・能力を

おいた回答結果である。特に社会的な課題を主

要なテーマとしたさまざまな教育研究論文を読

むことを通して、論文講読演習を履修した学生

の多くが教育実践のみではなく、教育に関する

研究や教育をめぐる課題について関心の深まり

が見られる。

回答のうち、「教育制度・法規」については

関心の深まりが他の項目に比べて低くなってい

るが、論文講読演習で課題として提示した論文

に教育制度・法規について直接論じたものがな

かったためと考えられる。しかし、社会再生産

論によって批判的に検討した学校教育制度及び

実践について検討するなかで、講義での討論を

通して学校教育制度や法規について議論がおこ

なわれることもあった。この結果、 6割以上の

学生が「教育制度・法規」についても関心の深

まりがあったと回答している。

までみたように、予め論文を読み、自ら、ー、ー

考えた上で講義に出席することを要求すること

で、討議の実践が可能になったほか、討議を通

してのクラスメートとの意見交換からも多くの

教育効果を得たことがわかる。さらに、教員の

解説が学生の理解に与えた効用も大きく、多様

な教育アプローチのすべてが複合的に学生の学

びに貢献したことか'うかがえる。

であった。教育の質保証に共同して責任を担う

個々の学生の主体的な学修行動を育まない教育

改善は、質保証の取り組みとして不十分である。

このため、論文講読演習の開需にさいしては、

学士課程教育、そのなかでも特に教員養成教育

に求められる質保証の責任を、教員となること

を志向して学修する個々の学生と共有すること

が必要であるという理念にもとづいて授業方法

を検討した。

単位取得の成否にかかわらず全ての履修生を

対象にした調査の結果、学生の学外での学修時

問に大幅な伸びがあった。学修時間の伸びは必

ずしも事前学修が要求される講義の仕組みによ

るものだけではないことも、履修後7~8 ケ月

に回収した自由記述回答の分析から示された。

さらに、学修時間の大幅な伸びは、単純な強制

力によるものではなく、学生の主体的な学修を

育むことに成功した結果であることは、教職教

養系科目群が設定する到達目標の全てにおいて、

論文講読演習を履修した学生が知識・能力の深

まりを実感したと回答していることからも示唆

される。

教員養成課程の学生は、教師になるという学

修の動機をもっていると考えられるが、その動

機は必ずしも強固なものではないこのため論

文講読演習では、学校教育をめぐる諸課題につ

いて批判的考察を加える論文を課題論文に設定

することで、教育をめぐる課題についての学生

の関心を育み、領域における問題意識の伝達・

共有を図った。履修後の調査からは、反省的実

践家として教育とその実践を批判的に検討し、

すぐれた教育実践の在り方を追究する主体を育

成することについて、期待した成果がみられた

課題論文の提示の方法を工夫し、課題論文を

もとに演習を展開した論文講読演習の授業手法

は、他の教職課程授業をはじめとした大学教育

の実践に活用することが十分可能である。今後

の課題は、入学時から卒業までの全ての段階で

それぞれの学生が学修主体として学ぶことを奨

励する教職課程をふくむ学士課程教育全体での

授業実践改革がある。また学修主体としてそれ

文 147
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本稿では、特に教員養成教育を取りあげ、教

育をおこなう側である大学・学部が取り組むシ

ステム的な質保証と同時並行的にすすめること

が求められる、学生を学修する主体として位置

づけ、育む授業実践の具体的方法とその成果の

検証をおこなった。

教員養成教育に限らず、大学教育の質保証に

おいては、学修主体である学生個々の学びを育

むことが重要である。しかし全国的な傾向とし

て、多くの大学生が主体的に学修に取り組んで

おらず、本稿の調査でも学生が履修している科

目について学外でおこなう学修時間はほぼゼロ

荻とめと課題
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ぞれが獲得した課題意識を追究することを支援

する講義及び実習カリキュラムの構築が求めら

れる。このため、他の教職教養科目においても

同様の取り組みの展開をすすめているが、現時

点では学修主体を育むことを目的に設定した授

業実践は1年生、 2年生の教職教養系科目に限

られている。今後3年生以降に本格的に履修す

る専門科目群で、いかに学修主体としての学修

行動を維持するか、また 1・2年生で獲得した

教育をめぐる課題意識と批判的思考の訓練を継

続して育み、さらに深遠な問題追及へと導く専

門教育の在り方を検討することが求められる。
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ABSTRACT

Assuring Quality of Teaching in university courses through constructing

Ieamer'S Agency:1nstructional Design for positioning l.eamers to Hold concomitance

for Quality Assurance

In Japan, there have been growing demands for qua1北y assurance for teacher education

Programs. Many universities and faculties responsible for teacher preparation have undergone

major reform e丘ods to revise their cuniculums and practices for preparing teachers. However,

Since education is a dialogical pradice, institutiona11y driven systematic reforms have limits in

assuring the qua1北y. This study thus emphasizes the fact that education requires two wheels:

those who are responsible for teaching carry one side of the wheel, and those who are

responsible in pursuing their leaming cany another side of the wheel. This study assumes that

the major problems in the previous reforms for quality assurance of the teacher preparation

Progams in Japan is that there is an oblivion on the need for building the leamer's agency.

This study introduces the organization and delivery of the course that aims to build learner'S

agency in student teachers. This course takes a model of the ways major land・grant universities

in the us. organize their introductory courses to situate their first year students to assume

their agency in pursuit of advance level of studies. Major characteristics of the course structure

is that it requires students to prepare, parriCゆate and reaect subject matters to foster cntical

thinking both curdcular and extracurricular environments. Then, students having taken this

Course were asked to complete a suNey 加 Seven to eight months after completing their course

Work to measure the long-term impacts of this course. The survey result revealed that the

Students have gained a geat sense of accomplishments from the course. Furthermore, students

have spent a si即ificant amoU址 of time outside of the dassroom to prepare for the class, and

the students have shared their deeper understanding in the subjed matters introduced in the

YURITA Makihito

(shimane university)

Course.

Kcvwords : Leamer Agency; 1nstructional Design
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